
平成 27 年度桂川町国民健康保険税の税率を改正（引き上げ）することになりました。
国民健康保険（以下「国保」）加入者の皆さまには、これまで以上に税負担をお願いすることと
なりますが、国保の医療費は、被保険者の皆さまにご負担いただいている国民健康保険税で成
り立っています。皆さまのご理解をよろしくお願いします。

国民健康保険税の改正に
　　　　　ご理解をお願いします

分　類 内　訳 改正前 改正後 改正分 限度額

医療分

所得割 7.50% 8.80% ↑ 1.30%

510,000 円
資産割 23.0% 23.0% ―

均等割 17,000 円 26,500 円 ↑ 9,500 円

平等割 21,000 円 27,000 円 ↑ 6,000 円

支援分

所得割 3.80% 3.80% ―　

160,000 円
資産割 12.0% 12.0% ―

均等割 6,000 円 6,000 円 ―

平等割 5,000 円 5,000 円 ―

介護分

所得割 1.05% 1.05% ―

140,000 円
資産割 7.90% 7.90% ―

均等割 6,600 円 6,600 円 ―

平等割 3,700 円 3,700 円 ―

国民健康保険税の改正内容

【各項目の解説】

○医療分 … 国保加入者全員が対象。国保事業の運営に関し必要な財源として徴収
○支援分 … 国保加入者全員が対象。後期高齢者医療制度に関し社会保険診療報酬支払基金に納付するために徴収
○介護分 … 国保加入者 40 ～ 64 歳が対象。介護保険第２号被保険者の人（40 ～ 64 歳の医療保険加入者）から徴収
○所得割 … 加入者全員の（前年所得額－ 33 万円）×税率
○資産割 … 加入者が町内に所有する土地および家屋に対する当該年度の固定資産税額×税率
○均等割 … 加入者の人数×税額
○平等割 … １世帯当たりの税額
○限度額 … 各分類ごとの課税限度額

　　　　 ○桂川町国民健康保険財政状況について … 保険環境課 医療介護保険係　☎６５・１０９７
　　　　 ○国民健康保険税額について … 税務課 税務係　☎６５・１０７６
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